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大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する 取引に関する各種法令の遵守

について（要請その１７１） 

 

 

標記につきまして、別添の通り警察庁から要請がきましたので、よろしくお

取り計らい願います。 

 

 

 

 

御中 



 機 密 性 １  
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大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連する取引に関する各種法令の遵守につ

いて（要請その 171） 

 

この度、別添のとおり「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我

が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき大量破

壊兵器関連計画等関係者を公告する件」（令和５年６月１日付け国家公安委員会告示第

24号）により資産（財産）凍結措置等の対象となる者が追加された。 

 大量破壊兵器関連計画等関係者との一定の取引は外国為替及び外国貿易法（昭和 24年

法律第228号）により規制されているところである。この度、国際連合安全保障理事会決

議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法（平

成 26 年法律第 124 号。以下「財産凍結法」という。）が改正、施行されたことにより、

同法においても新たに規制されることから、所管の特定事業者に対し、この度の改正内

容を周知していただくとともに、大量破壊兵器関連計画等関係者等と関連すると疑われ

る取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22号。）に

基づく各種義務の履行が徹底され、また、大量破壊兵器関連計画等関係者等との一定の

取引について財産凍結法等の規定が遵守されるよう、よろしくお取り計らい願いたい。 


